
2021年4月1日

福島労働局 労働基準部 健康安全課

令和８年度労働行政運営方針等について
（安全衛生関係の概要）
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１ 令和８年度  福島労働局行政運営方針
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令和８年度の安全衛生業務については、

の３つの柱をもとに業務を推進していくこととしています。

最重点施策

１ 魅力ある職場づくりと多様な人材の活躍促進に向けた取組
２ 東日本大震災からの復興支援

重点施策（安全衛生関係のみ抜粋）

● 労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

令和８年度福島労働局行政運営方針

⑴ 第14次労働災害防止計画に基づく取組の推進
⑵ 改正労働安全衛生法等の円滑な施行に向けた周知徹底等

東日本大震災からの復興支援
第14次労働災害防止計画に基づく取組の推進
改正労働安全衛生法等の円滑な施行に向けた周知徹底等

安全衛生部署においては、
原発での廃炉作業をはじめ
とした復旧・復興に従事する
労働者の健康・安全対策等
を推進することとしています。



2 福島労働局  第14次労働災害防止計画
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2023 年度（令和５年度）を初年度として５年間にわたり重点的に取り組むべき事項を定めた「福島労働局 
第 14 次労働災害防止計画」（福島計画）を策定し、

等を目標に、管内の労働災害の更なる減少に向けて、労働災害防止対策の推進に取り組んでいます。

〇 死亡者数を、2022年（令和４年）と比較して2027年（令和９年）までに５％以上減少させること
〇 死傷者数を、2022年（令和４年）と比較して2027年（令和９年）までに減少に転じさせること

基準となっている令和４年の
死亡者数が２１人であるため、
目標は１９人以下



２ 福島労働局 第14次労働災害防止計画（推進状況）
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●福島県内の労働災害発生状況の推移

※労働者死傷病報告（休業4日以上）による。
※新型コロナウイルス感染症り患による労働災害を除く。
※令和７年は令和８年2月末時点の速報値。
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労働災害発生状況の推移（平成27年～令和７年）【福島県】
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• 死亡者数については、令和５年に増加したも
のの、令和６年以降は目標値（19人）を大き
く下回っており、令和６年には過去最少とな
りましたが、令和７年は更に過去最少を更新
する見込みとなっています。

• 死傷者数は、令和５年以降全て目標値を下回
り、毎年減少していましたが、令和７年につい
ては増加に転じています。なお、死傷者数が
今まで目標値を下回っていたのは、基準とな
る令和４年の死傷者数が2,131人と多かっ
た影響が大きく、平成21年から平成23年に
かけては1,700人台であったこともある中、
14次防の期間中いずれも年間2,000人を
超えており、長期的に見ると減少に転じてい
るとは言えない状況です。

• 60歳以上の高齢者の労働災害が34.7%を
占めており、その割合は年々増加しています。
また、高齢者の労働災害の約４割が転倒災害
となっています。

• 令和８年については、３月23日時点ですでに
死亡者が４人となっており、増加に転じるお
それがあります。

引き続き労働災害防止にご協力を



3 労働安全衛生法令等の改正について
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１．個人事業者等の安全衛生対策の推進
⑴ 注文者等の配慮【令和7年5月14日施行】
⑵ 混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大【令和8年４月1
日施行】

⑶ 業務上災害報告制度の創設【令和９年１月１日施行】
⑷ 個人事業者等自身への義務付け【令和９年４月１日施行】
⑸ 作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け【令和９年４月１日施行】

２．職場のメンタルヘルス対策の推進【公布後３年以内に政令で定め

る日から施行】

３．化学物質による健康障害防止対策等の推進
⑴危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保【公布後５年以内に政令で定め
る日から施行】

⑵営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知【令和8年４月1日施行】
⑶個人ばく露測定の精度担保【令和8年10月1日施行】

４．機械等による労働災害防止の促進等
⑴特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し【令和8年４月1日施行】
⑵特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化【令和8年１月1日施行】

５．高年齢労働者の労働災害防止【令和8年４月１日施行】

６．治療と仕事の両立支援の推進【令和8年４月１日施行】

労働安全衛生法等の改正（令和７年５月８日成立、５月14日公布）
労働施策総合推進法の改正（令和７年６月４日成立、６月11日公布）

改正労働安全衛生法等、改正労働施策総合推進法については、順次施行され

ることになっていますので、施行の都度、広報誌等により周知をお願いいたしま

す。



４ 自発的な安全衛生対策の取組を促進するための周知等に係る協力のお願
いについて
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◎ 全国安全週間（準備期間を含む）
（準備期間：６月１日～６月３０日、本週間：７月１日～７月７日）

◎ 全国労働衛生週間（準備期間を含む）
（準備期間：９月１日～９月３０日、本週間：１０月１日～１０月７日）

◎ 化学物質管理強調月間
（実施期間：２月１日～２月２８日）

＜共通の取組事項＞
１ 広報媒体を通じた広報の実施（機関誌等への記事の掲載）

２ それぞれの週間、月間、キャンペーン期間に応じた会員事業場
等を対象とした講習会（説明会）等の開催

３ それぞれの週間、月間、キャンペーン期間における会員事業場
等が実施する取組についての指導

４ その他、それぞれの週間、月間、キャンペーン期間にふさわし
い行事等の実施

＜上記以外の取組事項＞
１ 全国安全週間における取組

会員事業場等に対する安全パトロールの実施（報道機関に同行
させるなど波及効果にも配慮を）

２ 「職場のメンタルヘルスを考えようキャンペーンふくしま」
（仮称）における取組

11月に開催される「過労死等防止対策推進シンポジウム」の
会員事業場等への参加勧奨

◎ 「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーンふくしま」
（準備期間：４月１日～４月３０日、実施期間：５月１日～９月３０日）

◎ 「ＳＴＯＰ！転倒災害 冬の労働災害防止キャンペーンふくしま」
（準備期間：１２月１日～１２月１４日、運動期間：１２月１５日～２月２８日）

◎ 「職場のメンタルヘルスを考えようキャンペーンふくしま」（仮称）
（実施期間：９月１日～１１月３０日）

◎労働局・労働基準監督署で対応できること
１ 講習会（説明会）等の講師については、労働局又は労働基準監

督署の職員を派遣することが可能（事前にご相談を）。

２ 安全パトロールについては、労働局又は労働基準監督署の職員
と合同で実施することも可能（事前にご相談を）。

当局では、「第14次労働災害防止計画」の重点項目の一つとして
「自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発」を掲げている
ことから、労働災害防止団体の皆さまには、会員事業場等に対し、
安全衛生対策に取り組む必要性や意義等に係る周知啓発のご協力を
お願いするとともに、同周知啓発の促進のため、令和８年度の活動
計画を策定されるに当たり、厚生労働省や当局が主唱する各種イベ
ントにおける取組のご協力をお願いしているところです。

これまでご協力をお願いしてきた取組

令和８年度に新たにご協力をお願いする取組

この３つのキャンペーンを併せて福島労働局
安全衛生三大キャンペーンとして打ち出して
いきたいと考えています

※「職場のメンタルヘルスを考えようキャンペーンふくしま」（仮称）に
ついては、福島県医師会、福島産業保健総合支援センター、日本労働安
全衛生コンサルタント会福島支部にも協力を求めており、講師派遣のご
要望があれば、まずは当課までご相談いただきたい。

令和８年１月26日付け福島労基発0126第１号「自発的な安全衛生対策の取組を促進するための周知等に係る協力の
お願いについて」



５ 「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーンふくしま」
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• 令和７年の熱中症による休業４日以上の労働災害については、
令和８年２月末時点で49人と過去最多人数となっていますが、
安衛則改正の効果もあってか死亡者は出ていません。

• 令和７年は例年になく６月に多発しており、今後は早期の取組
が必要と考えられます。

●  熱中症による労働災害発生状況
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※労働者死傷病報告（休業4日以上）による。
※新型コロナウイルス感染症り患による労働災害を除く。
※令和７年は令和８年2月末時点の速報値。
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職場における熱中症による死傷者数の推移【福島県】

死傷者数 死亡者数

過去最多人数となります

地球温暖化の影響等により、夏季の平均気温が年々高く

なっており、県内の熱中症による労働災害も大幅に増加して

いることから、熱中症による労働災害防止のため

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーンふくしま」

を展開することとしています。なお、令和７年度に引き続き、

５月に熱中症重点局長パトロールを実施することとしていま

す。

●  「STO P !熱中症 クールワークキャン

ペーンふくしま」

準備期間：４月１日～４月30日
実施期間：５月１日～９月30日

一部の団体では、当局作成の
キャンペーン用のカードを活用
した取組を行っていただきまし
た



５ 「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーンふくしま」
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熱中症による死亡災害の多くが「初期症状の放置、対応の遅れ」を原
因としていることを受け、熱中症の発生リスクが高い作業を行わせる場
合の措置が新たに事業者に義務付けられました。

労働安全衛生規則の改正
（令和７年４月15日公布、６月１日施行） 

の環境下で 実施が見込まれる
作業

気温31度以上

又は

WBGT値

28度以上

連続１時間以上

又は

１日４時間

を超えて

対象作業

① 報告体制の整備
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者

を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備する。

② 実施手順の作成
熱中症のおそれがある作業者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断

が可能となるよう必要な措置の実施手順を作成する。

③ 関係者への周知
上記①②について、あらかじめ関係者に周知する。

実施事項

職場における熱中症防止のためのガイドライン

（令和８年３月策定）

令和７年に熱中症対策に係る安衛則が改正され、全国的
に、死亡者数については減少したものの、死傷者数につい
ては大幅に増加したこと等を踏まえ、厚生労働省において
「職場における熱中症防止対策に係る検討会」を設置し、
検討を行ってきたところです。
熱中症予防対策については、これまで「職場における熱

中症予防基本対策要綱」において基本的な実施事項を定め、
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン実施要綱」に
おいて重点実施事項を定めていたところですが、検討会に
おける報告書を踏まえ、これらと改正安衛則の内容を盛り
込んだ「職場における熱中症防止のためのガイドライン」
が策定されました。

●死亡者数

令和６年 30人 → 令和７年 15人

●死傷者数

令和６年 1,195人 → 令和７年 1,681人

熱中症による労働災害発生状況【全国】

（令和７年1 2月末速報値）

ガイドラインについては概要をまとめた
リーフレットを作成予定であるため、改正
安衛則と併せて周知をお願いします



６ 「STOP!転倒災害 冬の労働災害防止キャンペーンふくしま」
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●冬期間における労働災害防止の取組について

冬季においては、降雪や凍結等による転倒災害や交通労働災害など冬季特

有の労働災害が多発しているほか、令和７年２月に、温泉施設において源泉

管理を行う労働者が源泉の下流にある点検口の周囲に出来た雪洞内で硫化水

素中毒により死亡する災害が発生したことから、冬期間における労働災害防

止については、令和７年度より、転倒災害防止を引き続き重点としつつ、冬

季特有災害全般についての防止を内容とする

「STOP!転倒災害 冬の労働災害防止キャンペーンふくしま」

を展開することとしています。

※労働者死傷病報告（休業4日以上）による。
※新型コロナウイルス感染症り患による労働災害を除く。
※令和７年は令和８年2月末時点の速報値。

準備期間：12月１日～12月14日 運動期間：12月15日～２月28日
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冬期間（12月～3月）に多く発生しています
令和７年は積雪が多かったこともあって件数
が多く、特に２月に多く発生しています

冬季のキャンペーン
でもカードを活用し
た取組をお願いし
ます



７ 「職場のメンタルヘルスを考えようキャンペーンふくしま」（仮称）
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ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務
となっている労働者数50人未満の事業場について
も実施を義務としました。

労働者数50人未満の小規模事業場に対して、法施行までの
間に、ストレスチェック等が義務化されたこと、「小規模事業場
ストレスチェック制度マニュアル」等の周知を図るため、「職場
のメンタルヘルスを考えようキャンペーンふくしま」（仮称）を
展開することとしたもの。

●職場のメンタルヘルス対策の推進【公布後3年以内に
政令で定める日から施行】

労働安全衛生法の改正（令和７年５月８日成立、５月14
日公布） 
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資料出所：厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
※数字はいずれも年度の数字

全国ほど顕著ではありませんが、
請求件数は増加傾向にあります。
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精神障害の労災支給決定件数の推移【全国】

小規模事業場が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満
の事業場に即した「小規模事業場ストレスチェック制度マニュア
ル」が作成されており、また医師による高ストレス者への面接指
導の受け皿となる地域産業保健センターの体制が拡充される
見込みとなっています。

＜取組に至った背景＞
全国的に精神障害の労災支給決定件数が増加の一途を辿って
おり、またこうした状況を踏まえ、改正労働安全衛生法において
小規模事業場に対し、ストレスチェックが義務化されることになっ
た。



７ 「職場のメンタルヘルスを考えようキャンペーンふくしま」（仮称）
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【関係団体に取組をお願いしたい事項】
• キャンペーン期間中における説明会や研修会の開催。

※初年度（令和８年度）は準備期間も少ないことから、全国労働衛生週間準備期間における説明会を活用した取組としていただいて
構いませんが、令和９年度以降は単独での開催もご検討願います。
※可能であれば、会員以外の方も参加できるようにしていただくこともご検討願います。

• ストレスチェック実施の窓口となっていただくこと。
※中災防が実施するストレスチェックについて、基準協会が窓口となることが可能であるとお聞きしましたので、事業場が安心して申
し込みができる申込先となっていただきたい。
※可能であれば、会員以外の方も申し込み可能としていただくこともご検討願います。

●  「職場のメンタルヘルスを考えようキャンペーンふくしま」（仮称）

実施期間：９月１日～11月30日

短期的には、改正労働安全衛生法（労働者数50人未満の小規模事業場に対するストレスチェック等義務化）への対応が主な目的で
はありますが、精神障害の労災請求事案が年々増加している中、長期的には事業場に対しメンタルヘルス対策の浸透を図る必要があ
ると考えており、そのためには関係団体・関係機関のご協力を得ながら、取組の規模を大きくして報道機関に取り上げてもらう必要が
あると考えています。
そのため、今般「職場のメンタルヘルスを考えようキャンペーンふくしま」（仮称）を展開することとしたものです。

【労働局における取組案】
• キャンペーン期間の初週に、協会けんぽ福島支部（令和８年１月に連携協定締結済）等と連携して、局主催の説明会を開催し、広くキャ

ンペーンを発信する。
• 各行政機関や各団体等の取組（説明会や研修会の案内）、福島産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターで実施している

支援策、参考資料（マニュアル等）掲載サイト等を、１つのパンフレットに集約し、各行政機関や各団体等、報道機関を通じて広く発信す
る。



８ 能力向上教育の受講勧奨について
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受講者の安全衛生に関する知識がアップデートされるよう、
改正労働安全衛生法等を含め最新の法令、指針等について、
その内容も含めて説明をしていただけるよう講師の方々へ説
明をお願いします。

能力向上教育については、安衛法第19条の２において事業
者の努力義務とされており、同条第２項にある指針が定められ
ています。

令和８年度の安全衛生業務を推進するに当たり、労働基準
監督署に対して能力向上教育の受講勧奨について指示しまし
た。

●労働安全衛生法第19条の２(安全管理者等に対する教育等)

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図る
ため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推
進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対
し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図る
ための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与
えるように努めなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な
実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する
能力向上教育に関する指針」

事業場において自発的に安全衛生対策に取り組んでいただ
くためには、それぞれの事業場における安全衛生の中核を担
う人たちが非常に重要となりますが、安全管理者や衛生管理
者が選任されていない小規模事業場においては各種資格の有
資格者などに中核を担っていただく必要があると考えられる
ためです。
特に、今後、小規模事業場におけるストレスチェックが義

務化されることから、ますます事業場において安全衛生の知
識を持ったリーダー（主には、安全衛生推進者や衛生推進
者）の役割が非常に重要になってくると考えられます。

趣 旨

参 考



９ 福島労働局公式Xによる情報提供
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福島労働局では、令和４年度より福島労働局職業
安定部公式アカウントを開設し、職業安定行政に関
する情報を中心にお届けしていました。 
今後は、より幅広く雇用、労働に関する各種法令

や施策の施行、イベントに関する情報などを広く国
民の皆様にお届けするため、福島労働局公式アカウ
ントとしてリニューアルし、幅広い層に必要な情報
を提供しますので、会員の皆さまへ登録の勧奨を実
施していただくようお願いします。 

福島労働局公式  X（旧  Twitter）
アカウントとしてリニューアルしました

福島労働局安定部・ハローワーク
公式マスコットキャラクター 福まる
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